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１．いじめの定義
いじめの定義は，『いじめ防止対策推進法』の第２条第１項において次の通り規定されており，本校はこれを踏まえて取り組むものとする。「いじめ」とは，児童等に対して，当該児童等が在籍する学校に在籍している等，当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものも含む）であって，当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。


２．いじめ防止のための基本的な姿勢
　◯児童一人ひとりが認められ，互いに尊重し合う温かく支持的な人間関係を築く。
　◯いじめを許さない雰囲気をつくり，いじめを未然に防止する。
　◯児童，教職員の人権尊重の意識を高める。
　◯お互いを尊重し，思いやりの心や命の大切さを育む人権教育，道徳教育や学級指導を充実する。
　◯児童一人ひとりの変化に気づく感覚や，児童・保護者からの話を親身になって聞く姿勢をもつ。
　◯いじめを早期に発見し，組織的対応を行い，いじめ問題を早期に解決する。
○いじめの防止等の教職員の資質向上のため，校内研修を実施する。
　◯いじめ問題について，保護者・地域・関係機関と組織的に連携する。

３．校内体制
○学校におけるいじめ防止，いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実効的に行うため，「いじめ・不登校防止対策委員会」を置く。構成は，校長，教頭，主幹教諭，教育相談コーディネーター，特別支援コーディネーター，いじめ防止対策担当，養護教諭，学年長，該当学級担任，その他校長が認める者とする。
○教育相談コーディネーターは、SC（スクールカウンセラー）・SSW（スクールソーシャルワーカー）と連携し，周知及び指導助言を受ける。
○いじめの相談等があった場合には，同対策委員会に当該担任及び必要に応じて関係教職員を加え，事実関係の把握，児童及び保護者への対応等について協議する。なお，いじめに関する情報については，個人情報の取り扱いに十分配慮しながら本校教職員で共有し，学校全体の問題として対応するようにする。
○「校内対策会議」を月に１回実施し、児童の実態把握と共通理解に努める。
○必要に応じて，学校運営協議会（コミュニティ・スクール）等を活用し，いじめの問題等，学校が抱える課題を共有し，地域と連携しながら解決を図る。

４．いじめ問題への対策
（１）いじめの未然防止
　　◎日常の実践を通して
　　　◇楽しい授業・わかる授業づくり
　　　　◯学級全体が落ち着いて学習できるようにするため，話の仕方や聴き方，態度等の学習規律を身につけさせていく。
　　　　◯一人ひとりの児童の定着度や課題の把握に努めるとともに，基礎的・基本的事項の着実な習得を図る。
　　　　◯グループ活動などの共同的な学習を工夫し，全ての児童が参加・活躍できる授業づくりを進め，他児との関わりをもちながら学習活動における達成感・充実感を味わわせる。
　　　　◯校内研究との連携を図り，確かな学力を身につけさせていく。
　　　◇人権及び道徳の授業を通して
　　　　◯思いやりの心や児童一人ひとりがかけがえのない存在であるといった命を大切にする心を育む。
　　　　◯児童の自尊感情や自己肯定感，自己有用感を高める。
　　　　◯授業における教材や資料を通して，相手の心情を考え，自分自身の言動を振り返らせていく。
　　　　◯「いじめをしない」「いじめを許さない」という人間性豊かな心を育てる。
　　　　◯全ての教育活動において人権教育，道徳教育を実践し，人権尊重の精神や思いやりの心などを育てる。
　　　◇特別活動の取り組みを通して
　　　　◯よりよい集団活動を通して，学校，学級への所属感を高め，児童の自治的な能力や自主的な態度を育てる。
　　　　◯自分たちの学級（学校）集団としての目標を決めさせ，みんなで協力する活動を意図的・計画的に実施し，達成感，成就感を味わわせる。また，その活動における仲間とのかかわりの中で，児童の自己有用感，所属感や連帯感を高め，協調性の育成につなげる。
　　　　◯多くの地域の方々や保護者に学校行事へ参観，参加していただく中で，児童が生き生きと学習したり生活したりする活動の様子を見ていただき，学校への理解と協力を得られるようにする。また，児童には，家庭や地域の一員としての所属感や協調性などの育成につなげる。

　（２）いじめの早期発見，早期対応（「いじめ・不登校防止対策委員会」を核として）
　　◎早期発見
　　　◯「いじめはどの学校でも，どのクラスにも，どの子どもにも起こりうること」という基本認識に立ち，全ての教職員が児童の様子を見守り，日常的な観察を丁寧に行うことにより，児童の小さな変化を見逃さない鋭い感覚を身につけていくよう心がける。
　　　◯児童，保護者，学校の信頼関係を築き，円滑な連携を図るように努める。
　　　◯毎月の「上人スタンダード」による生活の振り返りや「心の元気度」，学期毎（６月，１１月，２月）に「いじめに関するアンケート」を実施し，実態把握に努める。
　　　◯学級（学年）懇談会や通信，学校だより等を通して学校の取り組みを発信すると共に，情報の収集や共有を図る。

　◎早期対応
　　◯いじめ問題発見時には，学級担任だけで抱え込むことなく，「いじめ・不登校防止対策委員会」を中心に据え，学校長をはじめ全教職員で対応を共有し，的確な役割分担等をして問題の解決に当たる。
　　◯実態把握を綿密に行い，事実確認をした上で，いじめられている児童の安心・安全を最優先に考え，加害の立場にある児童に対しては，毅然とした態度で指導にあたる。また，傍観者の立場にある児童たちに対しても，いじめているのと同様であるということを指導する。
　　◯当該児童はもちろん，その保護者に対しても，支援，指導，助言等を行う。
　　◯関係機関との連携も速やかに図る。

　（３）重大事態への対処（「いじめ・不登校防止対策委員会」を核として）
　　※重大事態の定義
　　　・いじめにより児童等の生命，心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあるとき。
　　　・いじめにより児童が相当期間学校を欠席する（年間３０日を目安とし，一定期間連続して欠席している場合も含む。）ことを余儀なくされている疑いがあると認められる場合。
　　◯別府市教育委員会に速やかに報告する。
　　◯別府市教育委員会と協議の上，必要に応じて当該事案に対処する組織を設置する。
　　◯「いじめ・不登校防止対策委員会」を母体として，心理・福祉の関係者，ＰＴＡ役員等の教職員以外の委員を加えるなど，公平性・中立性の確保に努めた構成により，学校長が「学校いじめ調査委員会」を設置し，これが調査にあたる。
　　◯いじめを受けた児童及びその保護者に対して情報を適切に提供する。併せて，加害の児童，保護者に対して，適切な指導をしていく。

組織的ないじめ対応の基本的な流れ

※迅速に対応する

１　発見

日常観察・アンケート・保護者や児童からの訴え等の情報

情報を得た教職員
２　情報収集
校長

担任招集・指揮


　　　　　　　　　　　　教育相談コーディネーター・いじめ防止対策担当　
いじめ・不登校防止対策委員会


３　事実確認

報告・共通理解保護者

適宜連絡

実態把握の方針・役割分担決定職員会議
報告

共通理解

調査担当の編成４　指導・支援体制の決定

別府市教育委員会

報告・事実関係の把握報告


指導方針の決定・支援体制の編成支援


対応担当の編成
５　指導・支援

子どもへの指導・支援，保護者との連携
・教育相談センター
・警察
・PTA役員
・民生委員
等の各種関係機関

学校だけでは解決が困難な場合

解消
６　経過観察

継続支援・指導，経過観察

再発防止・未然防止活動
